
お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

　2019年(平成31年)４月号　第1173号 　2019年(平成31年)４月号　第1173号　 45

国
民
年
金
の
保
険
料
改
定

市
役
所
国
保
年
金
課  

☎

０
５
８
７(
32)

１
３
２
８

　

平
成
31
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
は
月
１
万
６
４
１
０
円
で
す
。

※ 

詳
し
く
は
、
一
宮
年
金
事
務
所

（☎

０
５
８
６(

45)

１
４
１
８
）

へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

産
前
産
後
の
国
民
年
金
保
険
料

免
除
制
度

市
役
所
国
保
年
金
課  

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
２
８

　

４
月
か
ら
、
国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者
が
出
産
し
た
場
合
に
出

産
前
後
の
一
定
期
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
始

ま
り
ま
す
。

▼
免
除
期
間　

出
産
予
定
日
ま
た

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付

市
役
所
国
保
年
金
課 

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
１
２

● 

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引

き
）
に
よ
る
納
付

　

次
の
世
帯
主
で
、
事
前
の
申
請

で
口
座
振
替
を
選
択
し
て
い
な
い

か
た
は
、
特
別
徴
収
で
国
民
健
康

保
険
税
（
国
保
税
）
を
納
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
対
象
者
に
は
、

３
月
下
旬
に
平
成
31
年
度
仮
徴
収

（
第
１
期
〜
第
３
期
）
分
の
納

税
通
知
書
を
送
付
し
ま
し
た
。
４

月
、
６
月
、
８
月
に
支
給
さ
れ
る

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象　

次
の
全
て
に
該
当
す
る

世
帯
主　

①
国
民
健
康
保
険
（
国

保
）
に
加
入
し
て
い
る
（
年
度
内

に
75
歳
に
な
る
場
合
を
除
く
）
②

世
帯
内
の
国
保
加
入
者
全
員
が
65

歳
〜
74
歳
③
年
金
受
給
額
が
年

18
万
円
以
上
で
、
介
護
保
険
料
と

国
保
税
を
合
算
し
た
１
回
の
特
別

徴
収
額
が
、
１
回
の
年
金
受
給
額

の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
▼
納
付

額　

前
年
度
の
特
別
徴
収
第
６
期

分
（
２
月
天
引
き
分
）
の
税
額
と

同
額
（
平
成
31
年
度
か
ら
特
別
徴

収
が
開
始
さ
れ
る
か
た
は
、
前
年

度
の
国
保
税
額
の
６
分
の
１
に
相

当
す
る
額
）

● 

普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口

座
振
替
）
に
よ
る
納
付

　

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い

か
た
に
は
、
平
成
31
年
度
仮
算
定

（
第
１
期
・
第
２
期
）
分
の
納
税

通
知
書
を
４
月
中
旬
に
送
付
し
ま

す
の
で
、
期
限
ま
で
に
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。
４
月
22
日
（月）
を
過
ぎ

て
も
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場

合
は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
納
付
期
限　

第
１
期
分
…
５
月

７
日
（火）
、
第
２
期
分
…
５
月
31
日

（金）
▼
納
付
額　

前
年
度
の
国
保
税

額
の
10
分
の
１
に
相
当
す
る
額

※ 

納
付
書
で
納
め
て
い
る
か
た
に

は
、
第
２
期
分
の
納
付
書
も
同

封
し
ま
す
。
納
付
書
は
機
械
処

理
し
ま
す
の
で
、
汚
し
た
り
折

り
曲
げ
た
り
し
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い

※ 

普
通
徴
収
で
納
付
す
る
国
保
税

に
限
り
、
平
成
31
年
度
の
国
保

税
額
が
前
年
度
の
国
保
税
額
の

２
分
の
１
未
満
に
な
る
と
思
う

か
た
は
、
納
税
通
知
書
を
受
け

取
っ
た
日
か
ら
30
日
以
内
に
、

仮
算
定
額
の
修
正
を
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
納
税
通
知

書
と
所
得
の
確
認
が
で
き
る

も
の
（
確
定
申
告
書
の
控
え
な

ど
）、
印
鑑
を
持
参
の
上
、
市

役
所
国
保
年
金
課
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い

施設名 所在地 電話番号
すいとぴあ江南 江南市 0587(53)5555
豊田市　百年草 豊田市 0565(62)0100
名古屋市休養温泉ホーム松ケ島 三重県桑名市 0594(42)3330
あいち健康の森プラザホテル 東浦町 0562(82)0211
シーサイド伊良湖 田原市 0531(35)1151
サンヒルズ三河湾 蒲郡市 0533(68)4696

協定保養所一覧
協
定
保
養
所
利
用
助
成
事
業

市
役
所
国
保
年
金
課  

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
２
５

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
が
協
定
保
養
所
に
宿
泊

す
る
場
合
、
１
人
１
泊
に
つ
き

１
０
０
０
円
を
助
成
し
ま
す
。

▼
助
成
回
数　

２
０
２
０
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
で
最
大
４
泊
分
▼

協
定
保
養
所　

左
表
▼
利
用
方

法　

申
込
時
に
保
養
所
へ
「
愛
知

県
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
」
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
宿

泊
の
当
日
、
保
養
所
の
窓
口
で
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
と
利

用
カ
ー
ド
（
初
回
利
用
時
に
保
養

所
で
交
付
）
を
提
示
す
る
と
、
精

算
時
に
利
用
料
金
か
ら
助
成
分
が

割
引
さ
れ
ま
す
▼
問
合
先　

愛
知

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給

付
課
（☎

０
５
２
（
９
５
５
）

１
２
０
５
）

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

● 

消
防
活
動
用
消
防
水
利
の
た

め
に

　

 

（福）
白
寿
苑
様
（
小
牧
市
）

　
　

消
火
栓　

１
基　

　
　

消
防
水
利
標
識
板　

１
本

は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
前
月
か

ら
４
カ
月
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合

は
３
カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
）。

出
産
と
は
妊
娠
85
日
以
上
の
出
産

を
い
い
、
死
産
・
流
産
・
早
産
を

含
む
▼
対
象　

国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者
で
出
産
日
が
平
成
31
年

２
月
１
日
以
降
の
か
た
▼
必
要

書
類　

出
産
前
に
届
出
す
る
場

合
…
母
子
健
康
手
帳
な
ど
出
産
予

定
日
が
分
か
る
書
類
、
出
産
後
に

対象となる証明書 問合先
住民票の写し、戸籍の全部・個人事項証明
書（戸籍謄・抄本）、印鑑登録証明書など

市役所市民課

固定資産課税台帳登録事項証明書、固定資
産評価証明書、固定資産公課証明書、固定
資産評価額通知書、固定資産課税台帳（閲
覧・複写）、所得課税証明書、非課税証明書、
扶養証明書、納税証明書（継続検査用軽自
動車税納税証明書を除く）など

市役所課税課

本人確認が必要な証明書 証
明
書
の
交
付
申
請
時
に

本
人
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す

市
役
所
市
民
課  

　
　
　
　
　

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
１
１

市
役
所
課
税
課  

☎

０
５
８
７(

32)

１
１
９
３

　

成
り
済
ま
し
に
よ
る
証
明
書
の

取
得
を
未
然
に
防
ぎ
、
皆
さ
ん
の

大
切
な
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た

め
、
証
明
書
（
左
表
）
の
交
付
申

請
時
に
申
請
者
（
窓
口
に
来
た
か

た
）
の
本
人
確
認
を
行
っ
て
い
ま

す
。
申
請
時
は
、
運
転
免
許
証
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
住
民
基

(

32)

本
台
帳
カ
ー
ド
、
健
康
保
険
証
な

ど
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
確
認
書
類
の

種
類
に
よ
っ
て
は
２
点
以
上
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　新元号が始まる５月１日を中心に長期の連休となるため、市
民病院の診療日を設けます。また、市民課で臨時に窓口を開設
します。

●市民病院の診療日
　４月 30 日 ( 火・休 )、５月１日 ( 水・祝 )、５月２日 ( 木・休 )
　　一部、診療内容を縮小する場合があります
　　問合先　市民病院管理課　

☎

0587(32)2111

●休日急病診療、歯科当番医
　　 休日急病診療は 33 ページに、歯科当番医は 25 ページに掲載し

ています
　　問合先　健康推進課　

☎

0587(21)2300

●市民課窓口　詳しくは、問い合わせてください
　４月 27 日 ( 土 )、午前９時～正午
　 　 証明書（住民票の写し、戸籍謄・抄本、印鑑登録証明書）の交

付、印鑑登録申請、マイナンバーカードの受け取り（要予約）、
臨時運行許可申請などを行います

　５月１日 (水・祝 )、午前９時～午後５時
　 　 婚姻届と出生届の受領、証明書（住民票の写し、戸籍謄・抄本、
印鑑登録証明書）の交付を行います。戸籍の届け出は受領のみ
で届出後の内容を記載した証明書の交付はできません

　　問合先　市役所市民課　

☎

0587(32)1311 

●ごみの収集について
 　 　 可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製容器包装のいずれも、祝

休日も収集します。粗大ごみは事前予約制です。詳しくは、問
い合わせてください

　　問合先　資源対策課（環境センター内）　

☎

0587(36)0135

長期連休中（４月 27日～５月６日）の
臨時窓口の開設などについて

届
出
す
る
場
合
…
不
要
。
被
保
険

者
と
子
が
別
世
帯
の
場
合
は
出
生

証
明
書
な
ど
の
出
産
日
と
親
子
関

係
が
分
か
る
書
類
が
必
要
▼
届
出

時
期　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前

か
ら
届
出
可
能
。
た
だ
し
、
受
け

付
け
は
４
月
１
日
か
ら
で
す
▼
申

請
先　

市
役
所
国
保
年
金
課
、
支

所
、
市
民
セ
ン
タ
ー

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談

市
役
所
総
務
課  

☎

０
５
８
７(

32)

１
１
５
２

▼
と
き　

４
月
17
日
(水)
、
６
月
19

日
(水)
、
８
月
21
日
(水)
、
午
後
１
時

〜
４
時
▼
と
こ
ろ　

市
役
所
相
談

室
▼
内
容　

行
政
許
認
可
手
続
全

般
（
建
設
業
・
農
地
転
用
・
土
地

開
発
・
食
品
営
業
・
産
業
廃
棄
物

処
理
・
法
人
設
立
な
ど
）、
相
続

手
続
（
遺
産
分
割
協
議
書
）、
戸

籍
関
係
届
出
な
ど
の
相
談
▼
申

し
込
み　

不
要
▼
問
合
先　

愛

知
県
行
政
書
士
会
一
宮
支
部　

内
藤
広
子
（☎

０
５
８
６(

69)

３
５
８
４
）

●訂正　 広報いなざわ 3月号と同時に配布した「国民健康保険特集号」３㌻の「稲沢市国保の現状」の本
文中とグラフ中の表記に誤りがありました。「平成 29 年度」とあるのは、正しくは「平成 30 年
10 月」です。お詫びして訂正します

2020年成人式
▼ とき　2020 年１月 12 日 ( 日 )、午前 10 時

▼ ところ　名古屋文理大学文化フォーラム
（市民会館）大ホール ▼ 案内状の送付　平
成 11 年４月２日～平成 12 年４月１日生まれ
で、12 月１日現在、市に住民登録しているか
たへ12月上旬に案内を送付します ▼問合先　
市役所生涯学習課　

☎

0587(32)1440

さ
い

ン
タ
ー


